
相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和８年３月２５日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市条例第８号 

 

相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立市民・大学交流センター条例(平成２４年相模原市条例第５号)の一部

を次のように改正する。 

別表第１項第１号の表中 

「 

ミーティングルーム５  ４，８００円 

」 

を 

「 

ミーティングルーム５  ４，８００円 

ミーティングルーム６  ９，８００円 

」 

に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和８年９月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

(準備行為) 

２ 改正後の相模原市立市民・大学交流センター条例の規定によるミーティングル

ーム６の利用の承認申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前

においても行うことができる。 

 


